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経営準備室 

＝研究費配分検討委員会 

研究費審査小委員会（仮称） 

科学技術大学 保健科学大学 短期大学 

 

都
立
大
人
文
学
部 

都
立
大
法
学
部 

都
立
大
経
済
学
部 

都
立
大
理
学
研
究
科 

第１次審査 

最終審査 

９～ 

１６百万 

 

６～ 

１０百万 

 

６２～ 

106 百万 

 

５７～ 

９８百万 

 

３～ 

６百万 

 

２６～ 

４４百万 

 

３４～ 

５７百万 

１ 約４億４千円の傾斜的配分研究費のうち、２割程度(約８千７百万円)を大学

管理本部に保留し、「教育の改善に資する研究」に対して配分する。 

２ 第１次審査は、各大学・各学部で研究課題を取りまとめ優先順位を付する。 

その際、目途額は約３億５千万円に各大学の基本的研究費の配分割合を乗じ

て算出した額の７０～１２０％の範囲内とする。 

３ 審査小委員会では、研究課題が公募メニューに適合しているか、計画額がそ

の研究計画に適合しているかなどを審査する。 

４ 研究費配分検討委員会では、研究費審査小委員会で査定された研究計画等を

再度審査し、優先順位の高い研究課題から配分する。 
注）学生部は人文学部に含む 

３３～ 

５６百万 

１６～ 

２７百万 
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第２次審査 

大学管理本部 

 

８７百万 

 


